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• 危険因子（喫煙・受動喫煙）の曝露で病気が増加

• 危険因子（喫煙・受動喫煙）の除去で病気が減少

かつ、それぞれ、量・反応(doze-response)関係が
明確に証明されているのは「タバコ煙」だけであることを
喫煙関連疾患（肺がん、心血管系疾患、糖尿病）で解説



分類 ヒトに対する発がん性 該当物質、環境、因子

Group 1 発がん性がある
（Carcinogenic to humans)

アスベスト、ベンゼン、ベリリウム、カドミウム、ヒ素、
アルコール飲料、喫煙、受動喫煙など

Group 2A 発がん性がおそらくある
(Probably carcinogenic to
humans)

アクリルアミド、アドリアマイシン、シスプラチン、紫外
線、ディーゼル排ガス、コバルト、
交代制勤務など

Group 2B 発がん性があるかもしれない
(Possibly carcinogenic to
humans)

アセトアルデヒド、ブレオマイシン、

カーボンブラック、クロロホルム、コバルト、鉛、耐火
セラミック繊維など

Group 3 発がん性を分類できない
(Not classifiable as to its
carcinogenicity to humans)

アクリル繊維、揮発性の麻酔薬、パラアミド繊維、塩
素消毒した飲料水、石炭粉じん、水銀、
鉄鉱石、塩酸、過酸化水素、臭化メチルなど

Group 4 発がん性はおそらくない
(Probably not carcinogenic to
humans)

カプロラクタム（ナイロンの原料）

国際がん研究機関(IARC)による発がん性分類
(IARC: International Agency for Research on Cancer)



アンモニア
カドミウム
ニトロサミン
ヒ素
ベンゾピレン
ホルムアルデヒド
ポロニウム-210 など

タバコ煙に含まれる
64種類の発がん性物質のリスト
（WHO 国際がん研究機関：IARC）, 2004年



放射性物質：ポロニウム-210

ヒ素
ベリリウム
ニッケル
クロム
カドミウム
コバルト
鉛

ホルムアルデヒド
アセトアルデヒド

多環芳香族炭化水素類

ニトロサミン類

芳香族アミン類



米国公衆衛生総監、1986年報告
「受動喫煙による健康影響」



1. 受動喫煙は、健康な非喫煙者に肺がんなどの疾病をもたらす
2. 喫煙する両親をもった子どもは、喫煙しない両親をもった子どもよりも、

呼吸器の感染症を起こす頻度が多く、呼吸器症状を増加させ、
呼吸機能の発達が若干阻害される

3. 同じ空間を喫煙区域と禁煙区域に分けることは、受動喫煙の曝露濃度を
多少減少させることができても、受動喫煙をなくすことはできない

米国公衆衛生総監報告（1986年）の主要な結論





2005年、受動喫煙に曝露された非喫煙者が、肺がんで3,000人、
心血管疾患で46,000人死亡していること、
新生児430人が乳幼児突然死症候群で死亡している、と評価された。
それ以外に、受動喫煙は非喫煙者の咳、痰、肺機能障害の原因となる。

序文（2006年報告）



1. サマリーと結論（2006年）

1.1 主たる結論
アメリカ環境保護庁(EPA)は受動喫
煙により、アメリカ国民に深刻で重
大な健康影響が発生していること
を結論する。

成人：受動喫煙は肺に対する発がん性が
あり、米国で毎年3,000人の非喫煙者が受
動喫煙により死亡。

小児：末梢気道疾患（気管支炎、肺炎）の
リスクである。受動喫煙により、毎年15〜
30万人の乳幼児（18ヵ月以下）の末梢気
道疾患の原因となっている。



“The debate is over. The science is clear”
「（有害性に関する）議論は終わった。科学的証拠は
明白」でプレスカンファレンスは始まり、以下が述べられた
・受動喫煙は深刻な健康被害をもたらす
・受動喫煙は危険である
・受動喫煙に安全なレベル（閾値）は存在しない
・数百万人の非喫煙者（米国人）が受動喫煙に曝露されている
・すべての人が受動喫煙に曝露されない権利を有する
・無煙の環境を作ることが必要
・小児科医は子ども達を自宅での受動喫煙から守るために、家庭環境の
無煙化を進めねばならない（気管支喘息、乳幼児突然死症候群の観点）

A Report of Surgeon General
（米国公衆衛生総監報告）
“The health consequences on involuntary exposure
to tobacco smoke”(2006)

「受動喫煙に起因する健康影響に関する結論」



Surgeon General’s Report 2006, p11

2006年報告の6つの主要な結論（後ほど解説）



1964年のSurgeon General’s report 後、
成人喫煙率は43％(1965年)→18％(現在）まで低下したが、
いまだに、米国では毎年4000万人が新たな喫煙者＝脅威に変わりない

本報告の10の結論は以下の通りである。
1) 1世紀にわたるタバコの流行は、本来、予防できたはずの公衆衛生上の悲劇をもた

らした。1964年の米国公衆衛生総監報告以降も2000万人の早世をもたらした。
2) タバコ産業がもたらしたタバコ疫病は、現在も続いている。そのために、タバコ産業

は、喫煙の被害を計画的に過小評価させることで国民をミスリードする、という積極
的な戦略をおこなってきた。

A Report of Surgeon General （米国公衆衛生総監報告）

“The health consequences of smoking
- 50 Years of Progress”(2014年報告)

「喫煙による健康影響：50年間の進歩」



3) 1964年のSurgeon General’s report 後、
喫煙はほぼすべてのがんの原因であること、
健康状態を悪化させること、胎児に悪影響があることが判明した。
最初の本報告から50年後の現在でも、これまで無関係と思われていた疾病、
つまり、糖尿病や関節リウマチ、大腸癌などが喫煙と関連することが明らか
となりつつある。

4) 受動喫煙が（非喫煙者の）発がん、呼吸器疾患、心疾患の原因となること、
および、乳幼児や小児の健康に悪影響を及ぼすことが明らかとなった。

5）過去50年で女性の喫煙者が急増した結果、現在、喫煙による
女性の被害（肺がん、COPD、心疾患）は、男性と同程度に増加した。

6) 喫煙は、多くの疾患の原因になるだけでなく、全身の炎症、免疫機能の障害
などの悪影響が発生することが分かった。

A Report of Surgeon General （米国公衆衛生総監報告）

“The health consequences of smoking
- 50 Years of Progress”(2014年報告)

「喫煙による健康影響：50年間の進歩」



7) 1964年以降、喫煙率は減少したが、人種や教育レベル、
社会経済的要因（貧困）により、喫煙率の不均衡
（高い集団）が米国全体に残っている。

8) 1964年の本報告以来、包括的な喫煙対策が取られたことでタバコの
使用が効果的に減少したことが証明されてきた。さらに強力な喫煙対策

を継続することで、より大きな効果が期待される。
9) タバコ、その他のタバコ製品の使用が、早世と疾病として米国社会にもたら

した負担は莫大なものである。タバコ・タバコ製品を消滅させることで、
社会的な負担は急速に減少する。

10)喫煙と健康（への悪影響）に関する50年間の本報告は、タバコの消費量を
減らし、喫煙関連疾患と早世を予防するための公衆衛生活動に重大で
科学的な根拠を提供してきた。

A Report of Surgeon General （米国公衆衛生総監報告）

“The health consequences of smoking
- 50 Years of Progress”(2014年報告)

「喫煙による健康影響：50年間の進歩」



能動喫煙（左）と受動喫煙（右）により発生する疾患

小児
・中耳疾患
・呼吸器症状
・肺機能障害
・末梢気道疾患
・乳児突然死症候群

成人
・脳卒中
・鼻刺激症状
・肺がん
・心血管疾患
・女性の生殖機能
(低出生体重児）

2014報告より



Surgeon General’s Report （2006年報告， p11）
Major Conclusions、６つの結論解説

1. 受動喫煙はタバコを吸わない成人、小児の早世と疾病の原因となる



A Report of the Surgeon General (2006年報告，43頁）
The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke

発がん性のメカニズムに関する結論

受動喫煙→発がん性物質摂取→DNA付加体による損傷→突然変異→発がん



All

非喫煙者の
肺がんが
24%増加

Leslie S, et al. Am J Pub Health 97:545-551, 2007.

25研究の
メタ分析

個別の論文：職場の受動喫煙で非喫煙者の肺がんリスクが1.24倍に増加



受動喫煙による肺がんリスク：1.15〜1.43倍
（メタアナリシスによる定量）

米国公衆衛生総監
2006年報告書の
ための
メタアナリシス

(2006年報告，436頁）

過去の論文（配偶者から曝露）

2006年報告（配偶者から曝露）



Table 7.4の続き

米国公衆衛生総監
2006年報告書
のための
メタアナリシス

肺がん1.13〜1.32倍職場の受動喫煙(25研究）

小児期の受動喫煙(24研究） 肺がん0.81〜1.59倍

(2006年報告，436頁）

2006年報告書
のための
メタアナリシス



結論：肺がん
1. 受動喫煙が非喫煙者の肺がんのリスクになることについて、

十分な証拠が得られた。
職場、家庭、地域と関係なく結論づけられた。

2. 喫煙者とともに生活することにより、（非喫煙者の）
肺がんリスクは20〜30％上昇する。

(2006年報告，445頁）



全肺がん：夫が非喫煙の妻の発症を1.0、夫が元喫煙は1.12倍、現喫煙は1.34倍
夫の喫煙本数が20本以下で1.02倍、20本以上は1.47倍
夫からの曝露が30箱・年以下で1.05倍、30箱・年以上は1.46倍

受動喫煙による肺がん：
日本人のエビデンス（大規模コホート）、家庭内曝露



肺腺がん：夫が非喫煙の妻の発症を1.0、夫が元喫煙は1.50倍、現喫煙は2.03倍
夫の喫煙が20本以下は1.73倍、20本以上は2.20倍で、量反応関係あり（p=0.02）
夫からの曝露が30箱・年以下は1.86倍、30箱・年は2.06倍、量反応関係あり（p=0.03）

受動喫煙による肺がん：
日本人のエビデンス（大規模コホート）、家庭内曝露



全肺がん：職場での曝露が週1時間以下を1.0、週1時間以上の曝露で1.32倍
職場でも家庭でも曝露なしを1.0、職場のみで曝露は2.74倍
家庭（夫）からのみ曝露で1.49倍、職場と家庭の両方の曝露で1.61倍

受動喫煙による肺がん：
日本人のエビデンス（大規模コホート）、家庭・職場曝露



肺腺がん：職場での曝露が週1時間以下を1.0、週1時間以上の曝露で1.16倍
職場でも家庭でも曝露なしを1.0、職場のみで曝露は1.21倍、
家庭（夫）からのみ曝露で1.79倍、職場と家庭の両方の曝露で1.93倍

受動喫煙による肺がん：
日本人のエビデンス（大規模コホート）、家庭・職場曝露



(米国公衆衛生総監2006年報告，471頁）受動喫煙により乳がんのリスクも上昇、1.15倍



2006, p65

受動喫煙による発がんについての結論
1. 50種類以上の発がん性物質が特定（2004年IARCは64種類、現在は70種類）
2. 受動喫煙による発がん性は動物実験で明白
3. 喫煙により尿中のタバコ由来発がん性物質の代謝産物が有意に上昇、

これらの代謝物質は肺がんの発生を高めることと関連
4. 受動喫煙による発がんのメカニズムは、そのレベルは低いものの、能動喫煙と類似



2006年報告書, p180-194

Case-control study13報告のうち９番目の報告

乳児突然死症候群に関する結論１：
受動喫煙と乳児突然死症候群(SIDS)には十分な因果関係あり



2006, p180-194 SHSはＳＩＤＳとの十分な因果関係あり

父のみ 3.41倍
母のみ 7.01倍
両親 8.41倍

自宅での喫煙者数
1名 2.44倍
2名 5.15倍

2名以上 10.43倍

自宅での喫煙本数
1~19本 2.47倍

20〜39本 3.96倍
39本以上 10.43倍

受動喫煙曝露時間
1~2時間 1.99倍
3~5時間 3.84倍
6~8時間 6.78倍
8時間以上 8.29倍

Blair et al. 1996
Case-control
study13報告の
うち9番目の報告

両親（特に、母）、
自宅内喫煙者の数、
自宅内喫煙本数、
曝露時間が長い程、
SIDSのリスク上昇

2006年報告書,
主要な結論１
乳児突然死症候群の原因
p180-194



1. 科学的証拠により、受動喫煙は呼吸器を紹
介することは明らか

2. 乳児突然死症候群のリスクも上昇させること
から、そのメカニズムも示された。

呼吸器系疾患の結論

2006年報告書、46〜52頁

受動喫煙による呼吸器系疾患の障害と疾患のメカニズム
受動喫煙と下記の疾患に関する研究から下記の結論を得た。
・気管支喘息
・呼吸器感染症
・慢性閉塞性肺疾患（COPD）
・乳児突然死症候群（SIDS）



He J, et al.: Passive smoking and the risk of coronary heart disease- A meta-analysis of
epidemiologic studies. N Engl J Med. 340: 920-926, 1999.

All

個別論文のメタアナリシス：職場と家庭の受動喫煙で心血管疾患が1.25倍に増加



夫の喫煙本数が多いほど妻の
冠動脈疾患が増加

喫煙する夫との同居が長いほど妻の
冠動脈疾患が増加

He J, et al.: Passive smoking and the risk of coronary heart disease- A meta-analysis of
epidemiologic studies. N Engl J Med. 340: 920-926, 1999.
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20
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以
上

個別論文のメタアナリシス



受動喫煙による冠動脈疾患リスク：1.27 倍 (95%CI, 1.19-1.36)

米国公衆衛生総監
報告書2006のための
メタアナリシス

Surgeon General’s Report 2006. (2006年報告，524頁）



受動喫煙による冠動脈疾患リスク：量・反応関係あり

Surgeon General’s Report 2006. 米国公衆衛生総監2006報告書のためのメタアナリシス (2006年報告， 526頁）

軽〜中等度曝露 中〜高度曝露



（前頁のグラフ化）受動喫煙による冠動脈疾患リスク：量・反応関係あり

Surgeon General’s Report 2006.

米国公衆衛生総監報告書2006のためのメタアナリシス

左：受動喫煙なし、
中：軽〜中度曝露（1~14本、1〜19本／日）
右：中〜高度曝露（ 15本、 20本以上／日）

(2006年報告， 526頁）

1.16倍
1.44倍



米国公衆衛生総監報告(2006)の主要な結論
4. 受動喫煙に安全なレベル（閾値）は存在しない

循環器系疾患への影響
・喫煙者・非喫煙者へのタバコ煙曝露前後の血小板凝集能

・タバコ煙曝露による冠動脈血流速度の低下

2006年報告書, p53

2006, p57



2006年報告書, p64

1. 科学的証拠により、受動喫煙は血栓形成促進効果を
亢進させることは明らか

2. 受動喫煙により血管内皮の機能が障害されることが明らか
3. 動物実験でも動脈硬化を促進させることが明らか

動物実験でも受動喫煙曝露による悪影響

米国公衆衛生総監報告(2006)の主要な結論
4. 受動喫煙に安全なレベル（閾値）は存在しない

循環器系疾患の結論



2006年報告書, 主要な結論４、 p65

呼吸器系疾患（と循環器疾患）のメカニズムから
「受動喫煙の曝露に安全閾は存在しない」と考えられる



◇：繰り返す中耳炎

2006, p307

両親からの受動喫煙が小児期の
1. 急性、繰り返す中耳炎、滲出性中耳炎のリス

クとなることとは明らか
2. 中耳疾患の発生の原因となることが示唆

米国公衆衛生総監、2006年報告の主要な結論
2. 乳幼児突然死症候群、急性呼吸器症状、

耳鼻科疾患、重症化する喘息は受動喫煙と
明らかな飲食店等のサービス産業が関係が
ある。
両親の喫煙は呼吸器症状の原因となり、
かつ、小児の肺の発達障害の原因となる。

■：急性中耳炎

○：中耳滲出液

□：外来の中耳滲出液



2006, p647

米国公衆衛生総監、2006年報告の主要
な結論
5. 喫煙対策は進んだものの、多くのアメリ
カ人（成人、小児）が家庭で、職場で受動
喫煙に曝露されている。
6. 受動喫煙の防止には、屋内完全禁煙
が必要。区域分け、自然換気、強制換気
などの、いわゆる「分煙」では受動喫煙を
防止出来ない。

サービス産業に従事する
非喫煙者のニコチン濃度（週平均）
●喫煙可能
◆喫煙場所あり
▲禁煙



2006, p64

米国公衆衛生長官報告(2006)の主要な結論
5. 喫煙対策は進んだものの、多くのアメリカ人（成人、小児）が

家庭で、職場で受動喫煙に曝露されている。
6. 受動喫煙を防止するためには、屋内の受動喫煙を完全に禁煙

にするしかない。
区域分け、自然換気、強制換気（いわゆる「分煙」）では

受動喫煙を防止することは出来ない。

屋内全面禁煙の必要性に関する10の結論
＝受動喫煙防止には全面禁煙が必要 (2006年報告, p649)

職場の喫煙規制は受動喫煙軽減に有効

職場の喫煙規制は喫煙者の喫煙本数の減少に繋がる

屋内全面禁煙は受動喫煙完全防止の唯一の手段

現時点で、米国の多くの職場が屋内全面禁煙

サービス産業の全面禁煙化は遅れている

サービス産業を全面禁煙化しても営業収入は減らない

人種と性により差が出ている

米国では、家庭が受動喫煙の曝露の場となっている

完全禁煙と不完全な禁煙では数十万倍の差がある

空気清浄機や強制換気では受動喫煙を防止できない



“Guidelines for implementation Article Article 5.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14” (2011)

●喫煙室や空気清浄機の工学的な対策では

受動喫煙を防止できない
Approaches other than 100% smoke free environments, including ventilation, air filtration and the use of
designated smoking areas (whether with separate
ventilation systems or not), have repeatedly been shown to be ineffective and there is conclusive

evidence, scientific and otherwise, that engineering approaches do not protect against exposure to
tobacco smoke.

●建物内の100％完全禁煙化以外に手段はない

FCTC発効から５年以内(2010年2月27日)に

建物内を100%完全禁煙とする

法律による屋内全面禁煙化を求めている。
諸外国では飲食店のなどサービス産業も含め
屋内の全面禁煙化が進行。
Each Party should strive to provide universal protection within five years of the
WHO FCTC’s entry into force for that Party.

http://www.who.int/fctc/protocol/guidelines/adopted/guidel_2011/en/index.html

2007年、第２回締約国会議で採択
2011年、ガイドラインとして発表

FCTC第8条「受動喫煙からの保護」履行のためのガイドライン
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条約により、８つのカテゴリーがすべて全面禁煙の国
医療施設/大学以外の教育施設/大学/官公庁/一般の職場/公共交通機関
食事を主とするレストラン/飲物を主とするカフェ・ パブ、バー （居酒屋）

アメリカは50州のうち26州が屋内全面禁煙

43ヵ国(2012年時点）+ロシア(2014年）+韓国(2015年）は屋内全面禁煙

注：
フランス、イタリア、フィンランドなどは喫煙室の設置を
容認しているが、設置基準が厳しすぎて、実質的には全面禁煙
台湾、香港も既に屋内全面禁煙法を実施



小
児
喘
息
の
入
院
患
者
数
（
１
日
あ
た
り
） 受動喫煙防止法で小児喘息の入院数が減少

Smoke-free Legislation and Hospitalizations for Childhood Asthma.
Mackay D, et al. N Engl J Med 2010;363:1139-45.

法律施行

法規制前、タバコ産業は
「職場、飲食店で吸えなくなると

自宅で吸うようになる怖れがあるので
、

レストラン等は禁煙化しない方が良い
」
と主張
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職場、レストラン等が禁煙化されると、
「受動喫煙は良くない」という
社会規範が浸透、自宅内の喫煙減少、
子ども達の喘息が減少。



急性心筋梗塞 狭心症、突然死
など

脳卒中 ぜん息などの
呼吸器疾患

%
100

80

60

40

Tan C, Glantz S. Circulation 2012;126:2177-2183

・法律による屋内全面禁煙化で国民の病気が減少
・禁煙化の範囲が広い（居酒屋・バーを含む）ほど減少が大きい

(7) (7) (35)

(1) (4) (5)

(2) (1) (5) (4) (4) (11)

法律による屋内全面禁煙の効果（量・反応関係あり）

全面禁煙化の範囲 ()内の数字は論文数
■：一般の職場のみ
▲：一般の職場＋レストラン
●：一般の職場＋レストラン＋バー（居酒屋）

国
民
の
入

院
数



(2006年報告, 11頁）

2006年報告書の主要な結論
3． 受動喫煙への曝露は、心血管システム、冠動脈疾患、肺がんに

直ちに悪影響を及ぼす

この結論３が、すべての職場、レストラン、バー（居酒屋）を全
面禁煙にする法律が施行された国・州では、心筋梗塞など喫煙関
連疾患の入院数が減少した、という研究により立証されたことに
なる。
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・ドアの開閉に伴う漏出
・喫煙者の退出に伴う漏出
・喫煙者の肺にたまったタバコ煙の持ち出し
・喫煙室の掃除業者の受動喫煙

分煙（喫煙室）の問題点
１．受動喫煙を防止できない

２． サービス産業従業員の受動喫煙
・レストラン・居酒屋では、毎日数時間の職業的

受動喫煙
・喫煙室・喫煙店内のPM2.5濃度は北京の数倍

３． オリンピック・パラリンピック大会との関連



• 漏れの原因

ドアのフイゴ作用

ドアの開閉により、
空気の取入口や

パネルと天井・床との

隙間から押し出される

「一定の要件を満たす喫煙室」：換気扇３台でも漏れ



某区役所：ドアのフイゴ作用：ドアを押し入れる際に、
瞬間的に喫煙室が陽圧になり、煙が空気取入口から漏れる



N市役所の喫煙室：大型換気扇、紙製の弁（ダンパー）でも漏れ



ドアを押し込むときに、煙が漏れないように、空気取入口（ガラリ）に、紙製の弁（
ダンパー）を設置しても漏れあり

→対策が無ければ、漏出はさらに増大
ドア閉（内部は陰圧）時には、
空気取入口から空気が流入

ドア閉（内部は陰圧）時には、
空気取入口から空気が流入

N市役所の喫煙室：大型換気扇、紙製の弁（ダンパー）でも漏れ



漏れの原因

退出する喫煙者の身体の後ろにできる
空気の渦に巻き込まれて煙が持ち出される。

喫煙室から出てくる人の身体の後にできる渦に巻き込まれて
タバコ煙が持ち出される＝「完全分煙」は不可能

「一定の要件を満たす
喫煙室」の基準＝
開口部分の
風速0.2 m/sのよりも、
喫煙者の歩く速度
0.7m/sの方が速い。

喫
煙
室
か
ら
退
出
す
る
人



喫煙後、約40回分の呼気（約200秒間）に粒子状物質を検出

喫煙終了後、1呼吸目

2呼吸目

3呼吸目

4呼吸目

喫煙室退出後、肺内のタバコ煙を禁煙区域で吐出
→受動喫煙の原因



さらに、ガス状成分（三次喫煙）は洋服や口臭から数時間発生

上気道からの排出
(半減期５秒)

下気道からの排出
(半減期30秒)

喫煙終了後の呼気に含まれるタバコ煙
40呼吸＝200秒は呼気に煙粒子が含まれる
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） 清掃担当者個人曝露

大気環境基準(24h)

13階

10階

8階
7階

5階

3階

喫煙室の掃除担当業者の職業的な受動喫煙
PM2.5最高値845μg/m3＝大気環境基準(24h)の24倍
＝外出自粛（70μg/m3）レベルの12倍



環境省微小粒子状物質（PM2.5）に関する基準値 2009年9月9日告示

１年平均値が 15μg/m3 以下

１日平均値が 35μg/m3 以下

外出を自粛するレベル：70μg/m3 以下(2013年）

東京都ホームページより

微小粒子状物質は肺の最深部
まで吸入＝表面まで黒くなる



副流煙の電子顕微鏡写真

「タバコ煙粒子の捕集、観察と気道内での観察」
東 敏昭（産業医大学長）, 他.
日本公衆衛生雑誌, 32, 17-23, 1985

○副流煙＝0.4μm
●主流煙＝0.5μm
△吐出煙＝0.6μm

0.5μm 1μm

肺の最深部まで吸入、異物反応
⇒肺の炎症
⇒血流に乗って全身の血管の炎症
⇒動脈硬化

タバコ煙の粒子径は１マイクロメーター以下⇒PM 0.5
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厚労省、平成25年度 国民健康・栄養調査

受動喫煙の曝露を受ける場所の１位は飲食店46％



飲食店のPM2.5(⇒PM0.5)は北京並み

店内

屋外 屋外

博多の大通りに面した喫茶店

400μg/m3

北京市内のPM2.5
2013年1月1〜31日



喫煙席

禁煙席

分煙ではダメな理由：ファミレスなどの禁煙・喫煙区域分け

喫煙席の煙はエアコンで攪拌され、数分後には禁煙区域に拡散



区域を分けただけの対策では効果なし



装着型の粉じん計

喫煙席の粉じん計

分煙では、従業員の職業的な
受動喫煙を防止出来ない。
個人曝露をPM2.5で評価


